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２
０
２
４
年Paid Sick Leave 

疑
問
の
ポ
イ
ン
ト
と
全
米
の
ト
レ
ン
ド

クイックUSA
Leave

の
付
与
日
数
が
40
時
間

あ
る
い
は
5
日
間
と
な
る
（
従

業
員
1
名
以
上
）。
こ
の
40
時

間
あ
る
い
は
5
日
間
は
少
し
ト

リ
ッ
キ
ー
で
、
40
時
間
あ
る
い

は
5
日
間
の
ど
ち
ら
か
多
い
方

を
提
供
す
る
義
務
が
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の

人
で
あ
れ
ば
1
日
4
時
間
勤
務

し
て
い
る
人
も
40
時
間
が
付
与

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

https://www.dir.ca.gov/
dlse/Paid_Sick_Leave.htm
 　

ま
た
、
付
与
方
法
は
採
用
時

に
一
括
し
て
付
与
し
て
採
用
後

90
日
以
降
か
ら
利
用
で
き
る
方

法
と
30
時
間
勤
務
す
る
ご
と
に

1
時
間
ず
つ
付
与
す
る
方
法
と

大
き
く
分
け
て
2
つ
あ
る
。

　

こ
の
2
つ
の
ど
ち
ら
か
を
採

用
す
る
場
合
以
外
に
は
採
用

後
１
２
０
日
後
に
は
24
時
間
、

２
０
０
日
後
に
は
40
時
間
を
付

与
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

例
え
ば
、
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
方
式
を

と
っ
て
い
て
独
自
の
付
与
方
法

を
し
て
い
る
場
合
、
ひ
と
月
に

4
時
間
付
与
す
る
と
12
か
月
で

48
時
間
と
な
る
が
、
上
記
の

１
２
０
日
後
24
時
間
と
２
０
０

日
後
40
時
間
の
ル
ー
ル
を
守
れ

な
く
な
る
こ
と
に
注
意
が
必
要

だ
ろ
う
。
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ま
た
、
一
括
付
与
方
式

で
40
時
間
を
与
え
る
場
合
、

２
０
１
５
年
7
月
1
日
に
こ
の

法
律
が
開
始
さ
れ
た
た
め
、
7

月
1
日
に
一
括
付
与
し
て
い
る

ケ
ー
ス
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
ま

だ
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
か
ら
出

て
い
な
い
た
め
、
明
確
に
申
し

上
げ
ら
れ
な
い
が
、
複
数
の
弁

護
士
事
務
所
の
案
内
を
確
認
し

た
と
こ
ろ
、
も
っ
と
も
安
全
な

方
法
は
24
年
1
月
1
日
に
40
時

間
を
付
与
す
る
方
法
だ
と
言
わ

れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
御
社
の

法
律
顧
問
に
も
確
認
を
お
勧
め

す
る
。

　

30
時
間
に
1
時
間
の
付
与
方

法
を
と
る
場
合
に
は
繰
越
が
義

務
と
な
る
。
最
大
の
取
得
は
80

時
間
と
な
り
、
1
年
の
使
用
上

限
を
40
時
間
に
制
限
す
る
こ
と

が
出
来
る
。 

　

さ
ら
に
記
事
の
最
後
に
も
記

載
し
て
い
る
が
、
地
方
都
市
制

定
の
法
律(Local Ordinance)

でPaid　

Sick Leave

の
ル

ー
ル
が
あ
る
場
所
に
御
社
が
位

置
し
て
い
る
場
合
、
あ
る
い
は

従
業
員
が
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
し

て
い
る
場
合
に
は
地
方
都
市
制

定
の
法
律
も
ク
リ
ア
す
る
必
要

が
あ
る
の
で
要
注
意
で
あ
る
。

 

【
イ
リ
ノ
イ
州
】

　

イ
リ
ノ
イ
州
（
従
業
員
1
名

以
上
）
で
も
24
年
1
月
1
日
か

らPaid Leave

の
付
与
が
義

務
と
な
る
。
イ
リ
ノ
イ
州
は

Paid Leave

で
あ
る
た
め
、
使

用
理
由
を
限
定
し
な
い
。
つ
ま

り
、
有
給
休
暇
の
義
務
化
と
言

え
る
。
実
は
有
給
休
暇
の
義
務

化
が
行
わ
れ
て
い
る
州
は
イ
リ

ノ
イ
州
以
前
に
も
ネ
バ
ダ
州

（
従
業
員
50
名
以
上
）、
メ
イ
ン

州
（
従
業
員
10
名
以
上
）
で
も

同
様
に
使
用
理
由
を
問
わ
な
い

有
給
休
暇
の
義
務
化
は
行
わ
れ

て
い
た
。

　

イ
リ
ノ
イ
州
のPaid Leave

は
40
時
間
を
付
与
す
る
こ
と
が

義
務
づ
け
ら
れ
る
。
一
括
の
付

与
あ
る
い
は
40
時
間
勤
務
す
る

ご
と
に
1
時
間
の
付
与
と
2
つ

の
方
法
が
と
れ
る
。

▼Illinois Paid Leave for 
All W

orkers Act FAQ
https://labor.illinois.
gov/faqs/paidleavefaq.
html#faq-
1doestheactapplytoparttim
eemployeesorjustfulltimee
mployees-faq
 【

シ
カ
ゴ
市
】

　

こ
の
イ
リ
ノ
イ
州
のPaid 

Leave

の
法
律
成
立
を
受
け

て
、
シ
カ
ゴ
市
で
はPaid 

Sick Leave

とPaid Leave

の
両
方
を
40
時
間
付
与
す
る
法

律
も
成
立
し
て
い
る
。

 

▼

P
reparing for 

Chicago’s New Paid Leave 
Requirements: Answers to 
Your Top 

5

Questions
https://www.jdsupra.com/
legalnews/preparing-for-
chicago-s-new-paid-leave-
7379594/
 【

全
米
】

▼
全
米
で
もPaid Sick 

Leave/Paid Leave

が
義
務
と

な
っ
て
い
る
州
や
都
市
が
あ
る

の
で
、
次
の
リ
ス
ト
の
州
や
都

市
に
オ
フ
ィ
ス
が
あ
る
企
業
、

あ
る
い
は
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
で

勤
務
し
て
い
る
従
業
員
が
い
る

企
業
は
確
認
す
る
こ
と
を
お
勧

め
す
る
。 

　

ア
リ
ゾ
ナ
、
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
、
コ
ロ
ラ
ド
、
コ
ネ
チ

カ
ッ
ト
、
イ
リ
ノ
イ
（Paid 

Leave

）、

メ

イ

ン 

（Paid　

Leave

）、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
、
マ

サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
、ミ
シ
ガ
ン
、

ネ
バ
ダ
（Paid Leave

）、
ニ

ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
、
ニ
ュ
ー
メ

キ
シ
コ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
オ

レ
ゴ
ン
、ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
、

バ
ー
モ
ン
ト
、
ワ
シ
ン
ト
ン
、

ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ

　

各
州
に
て
付
与
さ
れ
る
時
間

数
、
上
限
の
時
間
数
、
繰
越
の

 

米
語
ウ
ォ
ッ
チ
が
単
行
本
に
＝
旦
英
夫
氏
著
『
米
語
で
ウ
ォ
ッ
チ
：

日
本
か
ら
は
見
え
な
い
ア
メ
リ
カ
の
真
実
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
刊
は
、

ア
マ
ゾ
ン
及
び
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
紀
伊
國
屋
で
好
評
販
売
中
。

　アメリカには、子供が誘拐などで危険に直面した場合、報道機関などを使い、その
子の発見・救出を助けるAmber Alert という警報システムがあります。ラジオのニュ
ースや、道路上の掲示板などで、子どもの特徴や関連する車の型や色などをAmber 
Alert として急告します。Amber とは琥珀（色）ですが、これは30年前、テキサス州
で自転車で遊んでいる時に誘拐され殺された少女の名前から取られました。Amber は

America’s Missing: Broadcast Emergency Response（米行方不明者・放送緊急対応）の頭文字でもあります。
　来年から、カリフォルニア州でEbony Alert が導入されることになりました。Ebonyとは深い光沢のある
黒檀のことで、黒人の少年少女のため、Amber Alert と同様の警報を発する仕組みです。アメリカにおいて
は行方不明になる子供が毎年何万人もいます。その捜索において、白人の子供たちが見つかる事例に比べ、
黒人の子供が見つかる事例は少ないのです。ひとつには、黒人の子供の場合、十分な調査もなくRunaway
（家出）とみなされて、捜索が打ち切られる為だと言われます。またメディアが、行方不明の白人について
は広く報道する（このコラムで前に取り上げたWhite Persons Missing Syndrome現象）のに比べ、黒人に
関しては十分ではないことを指摘する声もあります。
　Amber Alert はアメリカで多くの子どもたちが事件に巻き込まれ危機に面すること、そしてEbony Alert
は非白人の場合はその発見・救助に、より多大な困難を伴うことを象徴するキーワードだと言えるでしょう。

（旦　英夫　ニューヨーク州弁護士）

Amber Alert・Ebony Alert  危機に面する子供を救う緊急警報

 【263】

【
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
】

　

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
は
毎

年
10
月
末
ま
で
に
は
２
０
２
４

年
の
新
し
い
法
律
が
出
揃
う
こ

と
に
な
る
。
職
場
の
同
僚
が
ホ

リ
デ
ー
気
分
に
な
る
こ
の
季
節

は
人
事
担
当
者
に
と
っ
て
は

Employee　

Handbook

の

修
正
等
で
忙
し
く
過
ご
す
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。

　

24
年
も
特
に
大
き
な
変
更
点

はPaid Sick Leave

だ
。
24

年
1
月
1
日
よ
りPaid Sick　

■
『
人
材
不
足
と
テ
レ
ワ
ー
ク

志
向
が
製
造
業
者
の
逆
風
に
』

（
米
州
課
発
）
＝
ジ
ェ
ト
ロ
は

例
年
、
北
米
に
進
出
す
る
日
系

企
業
を
対
象
と
し
て
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。
そ

の
最
新
版
「
２
０
２
２
年
度
海

外
進
出
日
系
企
業
実
態
調
査

（
北
米
編
）」（
２
０
２
２
年
9

月
実
施
）
の
米
国
編
で
、
米
国

に
所
在
す
る
多
く
の
企
業
が
経

営
上
の
課
題
と
し
て
「
従
業
員

の
賃
金
上
昇
」
や
「
従
業
員
の

確
保
」
な
ど
雇
用
・
労
務
面
に

関
す
る
も
の
を
多
く
挙
げ
た
。

２
０
２
３
年
3
月
に
実
施
し
た

自
動
車
部
品
関
連
の
在
米
日
系

企
業
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
か
ら

も
、同
様
の
傾
向
が
聞
か
れ
た
。

■
『
ト
ラ
ン
プ
氏
起
訴
後
も
、

共
和
党
内
の
支
持
、期
待
高
く
』

（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
発
）
＝
ド
ナ

ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
前
大
統
領
は
、

２
０
２
４
年
大
統
領
選
挙
に
立

候
補
し
て
い
る
が
、
２
０
２
３

年
8
月
の
う
ち
に
2
度
も
起
訴

さ
れ
た
。
共
和
党
予
備
選
を
想

定
し
た
世
論
調
査
で
は
、
ト
ラ

ン
プ
氏
が
他
の
候
補
者
を
リ
ー

ド
す
る
状
況
が
続
い
て
い
る

が
、
今
後
の
起
訴
・
捜
査
の
進

展
に
よ
っ
て
は
、
大
統
領
選
挙

へ
の
影
響
が
大
き
く
な
る
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
。
今
後
の
展
開

に
つ
い
て
、
最
近
の
世
論
調
査

か
ら
読
み
解
く
。

■
『
米
国
の
小
売
業
界
で
普
及

す
る
拡
張
現
実
（
Ａ
Ｒ
）
の
動

向
』（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
発
）
＝

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
の
影

響
で
、
小
売
業
界
に
お
け
る
デ

ジ
タ
ル
化
が
進
む
中
、
小
売
業

に
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
導
入
し
て

新
た
な
サ
ー
ビ
ス
を
生
み
出
す

「
リ
テ
ー
ル
テ
ッ
ク
」
で
の
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
急
速
に
進
ん

で
い
る
。
本
稿
で
は
、
小
売
業

界
に
お
け
る
米
国
の
拡
張
現
実

市
場
の
現
状
や
企
業
に
よ
る
活

用
事
例
、
同
市
場
の
課
題
な
ど

に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

　
　
　
　
　
　

◇

（
ビ
ジ
ネ
ス
短
信
の
詳
細
は
、

ジ
ェ
ト
ロ
北
米
ニ
ュ
ー
ス
12
月

1
日
号
を
参
照
。
問
い
合
わ
せ

は
ジ
ェ
ト
ロ
Ｎ
Ｙ
事
務
所
。
Ｅ

メ
ー
ル
　rept@jetro.go.jp
）

　

ジ
ェ
ト
ロ
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

事
務
所
は
５
日
、
今
年
９
月
に

北
米
進
出
日
系
企
業
を
対
象
に

実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結

果
を
発
表
し
た
（
回
答
企
業
数

８
２
９
社
〔
米
国
７
２
４
社
、

カ
ナ
ダ
１
０
５
社
〕。
そ
れ
に

よ
る
と
、
２
０
２
３
年
に
黒
字

を
見
込
む
企
業
は
、
在
米
国
日

系
企
業
で
64
・
８
％
、
在
カ

ナ
ダ
日
系
企
業
で
65
・
4
％
。

２
０
１
９
年
の
新
型
コ
ロ
ナ
禍

前
の
水
準
に
は
未
だ
及
ば
ず
。

景
況
感
を
示
す
Ｄ
Ｉ
値
（
言
葉

１
参
照
）
は
、
米
国
、
カ
ナ
ダ

と
も
、
前
年
を
大
き
く
下
回
っ

た
。
他
方
、
今
後
1
〜
2
年
の

事
業
展
開
の
方
向
性
は
、
現
地

市
場
ニ
ー
ズ
の
拡
大
を
見
込

み
、
拡
大
を
予
定
す
る
企
業
の

割
合
が
米
国
、
カ
ナ
ダ
と
も
に

5
割
前
後
。
米
国
で
は
経
済
規

模
の
大
き
い
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

州
、
テ
キ
サ
ス
州
な
ど
で
の
拡

大
を
見
込
む
。　

　

経
営
課
題
は
、（
1
）
従
業

員
の
賃
金
水
準
の
上
昇
、（
2
）

人
手
不
足
に
よ
る
採
用
難
や
定

着
難
、（
3
）
高
止
ま
り
す
る

イ
ン
フ
レ
に
よ
る
調
達
コ
ス
ト

増
な
ど
。
人
材
不
足
の
課
題
に

直
面
し
て
い
る
と
回
答
し
た
企

業
は
米
国
で
7
割
、
カ
ナ
ダ
で

6
割
。
職
種
別
に
は
、
特
に
工

場
作
業
員
や
エ
ン
ジ
ニ
ア
な
ど

専
門
職
種
で
人
材
不
足
の
深
刻

度
が
高
か
っ
た
。

　

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
再
編
の

動
き
は
継
続
。
調
達
先
を
見
直

す
企
業
は
米
国
製
造
業
で
4
割

を
超
え
る
。
調
達
先
後
の
調
達

先
は
、
米
国
内
（
72
件
）
で
の

現
地
調
達
が
最
多
。
こ
れ
に

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
（
24
件
）
が
前

年
（
14
件
）
か
ら
増
加
し
続
い

た
。
中
で
も
、
中
国
か
ら
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
（
15
件
）
へ
の
シ
フ
ト

が
目
立
っ
た
。
人
権
を
重
要
な

経
営
課
題
と
認
識
す
る
企
業
は

米
国
、
カ
ナ
ダ
と
も
に
8
割
前

後
。
前
年
比
で
20
ポ
イ
ン
ト
以

上
増
加
。
他
方
、
人
権
デ
ュ
ー

デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
（
言
葉
２
参

照
）
を
実
施
す
る
企
業
は
米
国

で
3
割
に
至
ら
ず
。
ま
た
、
人

権
尊
重
や
脱
炭
素
化
の
取
り
組

み
に
お
い
て
、
大
企
業
と
中
小

企
業
の
差
が
浮
き
彫
り
に
な
っ

た
。

■
言
葉
１
＝
Ｄ
Ｉ
は

「Diff usion Index

」
の
略
で
、

日
本
銀
行
が
年
4
回
実
施
、
発

表
し
て
い
る
日
銀
短
観
の
調
査

項
目
の
1
つ
。
企
業
の
景
況
感

を
示
す
指
数
の
こ
と
。 

景
気

が
「
良
い
」
と
答
え
た
企
業
か

ら
「
悪
い
」
と
答
え
た
割
合
を

引
い
て
算
出
す
る
。
■
言
葉
２

＝
デ
ュ
ー
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
と

は
、
企
業
な
ど
に
要
求
さ
れ
る

当
然
に
実
施
す
べ
き
注
意
義
務

お
よ
び
努
力
の
こ
と
。

「
北
米
進
出
日
系
企
業
実
態
調
査
」

黒
字
見
込
み
は
6
割
台
半
ば

ジ
ェ
ト
ロ
Ｎ
Ｙ
事
務
所
が
結
果
発
表

ル
ー
ル
等
が
異
な
る
の
で
、
各

州
や
都
市
の
ル
ー
ル
を
チ
ェ
ッ

ク
し
た
い
。
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